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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

「発行登録追補書類」に記載します。

 
１ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 未定(注) １

発行価額の総額 ０円

発行価格 ０円

申込手数料 未定

申込単位 １個

申込期間 未定

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所 未定

割当日 未定

払込期日
該当事項はありません。
無償にて発行するため払込期日はありません。
新株予約権発行の日は未定です。

払込取扱場所 該当事項はありません。
 

(注) １　新株予約権の発行総数は、36億個(１個につき１株)を上限として、当社取締役会が定める数とします。当社

取締役会は、発行総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の発行を行うことがありま

す。

２　当社は、当社の取締役会が新株予約権の発行を決定する際に定める一定の期日における最終の株主名簿に記

録された株主(但し当社を除きます。)に対し、新株予約権の引受権を与え、新株予約権を発行するものであ

ります。

３　各株主が有する新株予約権の引受権の目的たる新株予約権の数は、各株主の所有株式１株につき１個の割合

とします。

４　当新株予約権証券は当社株式の大量取得行為に関わる対応方針の一環として発行するものであります。当社

株式の大量取得行為に関わる対応方針の詳細につきましては、第３　その他の記載事項をご参照ください。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的となる株式の種類

イオン株式会社　普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない、当社にお
ける標準となる株式
単元株式数は100株

新株予約権の目的となる株式の数
未定
各新株予約権の目的たる株式の数は１株とする。(注) １

新株予約権の行使時の払込金額 未定(注) ２

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価額の総額

未定

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額

未定

新株予約権の行使期間 未定(注) ３

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所
及び払込取扱場所

未定

新株予約権の行使の条件 未定(注) ３

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 未定(注) ３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する
ものとする。(注) ４

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

未定
 

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整をします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

２　各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は１円以上で当社の取締役会が定める額とします。

３　当社取締役会で定めるところによります。また、後記「その他の記載事項」記載の対抗措置としての効果を

勘案した行使期間、行使条件、消却事由及び消却条件を設けることがあります。

４　新株予約権証券は不発行とする。また、振替については、新株予約権行使者が証券会社を指定し、指定証券

会社が定める管理口座約款に従い、指定証券会社に株式を預託することとする。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約権の

行使による払込は、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込の手取金の額は未定でありま

す。

 

(2) 【手取金の使途】

未定
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第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第３ 【その他の記載事項】

●会社の支配に関する基本方針

①　基本理念に基づく経営の実践

イオンは、基本理念に基づく長期的な視点での地域や社会と共生する経営、広範かつ複合的な事業展開が、グ

ループ全体の企業価値向上に資するとの考え方を基本としており、基本理念に賛同し、その具現化に向けた経営を

志向する真摯な提案であれば、歓迎します。一方で、基本理念にそぐわない経営方針への変更は、グループへ与え

る影響が大きく、同時に地域社会への影響も懸念され慎重な対応が求められます。

経営方針の変更に関しては、90万人を超える株主の皆さまが適切にご判断いただけるよう、十分かつ正確な情報

と時間の確保が必要であると考えます。加えて、地域のインフラ機能の役割を果たすための責任があります。

グループの経営にあたっては、多くのステークホルダーとの間に築かれた関係、財務資本のみならず、人的資

本、社会・関係資本、自然資本などの価値を十分にご理解いただきたいと考えております。

②　大量株式取得が行われた場合の対応方針の内容

この対応方針は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為(以下、このような買付行為を

「大量株式取得」といい、大量株式取得を行い又は行おうとする者を「大量株式取得者」といいます。)に関する対

応方針であり、情報提供に関するルールと当社による対抗措置の発動をその内容とします。

情報提供に関するルールとは、①大量株式取得者は当社取締役会に対して大量株式取得に先立ち必要かつ十分な

情報を提供しなければならず、②当社取締役会が当該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した

後にのみ、大量株式取得者は大量株式取得を開始することができるというものです。

大量株式取得者がルールを遵守しない場合、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的と

して、新株予約権の無償割当て又はその他法律及び当社定款により認められる対抗措置により、当該大量株式取得

に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が

判断したものを選択します。

当社取締役会は、ルールの透明・公平な運用のために大量株式取得者から大量取得に向けた意向表明書を受領し

次第、独立委員会を設置、独立委員会は、株主全体の利益を損なうものかどうか等について総合的に評価・判断を

行い、その意見および理由を当社取締役会に提出します。当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重し、さ

らに弁護士、公認会計士を含む外部専門家等の助言を受け、当社取締役会としての評価、判断及び意見等を慎重に

とりまとめ、公表します。

大量株式取得者がルールを遵守した場合は、原則として当社は当該大量株式取得に対する対抗措置は取りませ

ん。但し、当社取締役会又は独立委員会において、当該大量株式取得が「当社株主全体の利益を著しく損なうも

の」に該当するとの評価に至った場合は、大量株式取得者が本件ルールを遵守しない場合に準じます。

なお、ルールを含む本件方針は、定期的な見直しを行うために、2027年に開催予定の定時株主総会の終結時まで

としています。本件方針の廃止について特段の制約は設けていません。当社取締役会が、本件方針の内容について

当社株主の皆さまに実質的に影響を与えるような変更を行う場合には、改めて当社株主総会に付議し株主の皆さま

のご判断を仰ぎます。
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注１：特定株主グループとは、

(ⅰ)当社の株式等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第

３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23

第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)または、

(ⅱ)当社の株式等(同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の２第１項に規

定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関

係者(同法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

注２：議決権割合とは、

(ⅰ)特定株主グループが、注１のⅰ記載の場合は、当該保有者の株式等保有割合(金融商品取引法第27条の23第４

項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株式等の数

(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も加算するものとします。)または、

(ⅱ)特定株主グループが、注１のⅱ記載の場合は、当該大量株式取得者および当該特別関係者の株式等保有割合

(同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。

各株式等保有割合の算出にあたっては、総議決権(同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。)およ

び発行済株式の総数(同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告

書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるもの

とします。

注３：「当社株式等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

「大量株式取得者」とは、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の

具体的な買付方法の如何を問いません。

注４：「当社株主全体の利益を著しく損なうもの」とは、大量株式取得者が、①真に会社経営に参加する意思がな

いにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を

行っている場合、②会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密

情報、主要取引先や顧客等を当該大量株式取得者等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当

社株式の買収を行っている場合、③会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大量株式取得者等の債務の

担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合、④会社経営を一時的に支配して当

社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって

一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けを

する目的で当社株式の買収を行っている場合、⑤大量株式取得者の提示する当社株式買取方法が、２段階目

の株式買取条件を１段階目よりも不利に設定する態様の２段階買取方式である場合、その他、株主の判断の

機会または自由を制約し、事実上、株主に当社株式等の不利な売却を強要するおそれがあると判断される場

合、⑥大量株式取得者の提示する対価が株主にとって著しく不利益またはハイリスクとなりうるオプション

権であるなど、当社株式買付に関連する取引の仕組み、取得方法が株主共同の利益の観点から著しく不当で

ある場合、⑦大量株式取得者の経営陣または主要株主に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」第２条の定める暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大量株式

取得者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると客観的かつ合理的な根拠をもって判断さ

れる場合を想定しています。

 
③　本件対応方針についての基本方針等との整合性に係る取締役会の判断

イオンは、経営方針の変更に際しては、株主の皆さまのために充分な情報提供や検討期間の確保を行う必要があ

ること、経営方針の変更による地域社会への影響など、多くの議論を経て、2024年４月10日開催の当社取締役会に

おいて全員一致により決定の上、「当社株式の大量取得行為に関わる対応方針の承認の件」を2024年５月29日開催

の第99期定時株主総会に付議し、株主の皆さまの承認を得ております。また、2026年４月９日開催の当社取締役会

においても改めて本件対応方針について、総合的に評価を行いました。

独立社外取締役が過半数である当社取締役会は、上記対応方針は、基本方針および当社の株主の共同の利益に沿

うものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

 

EDINET提出書類

イオン株式会社(E03061)

発行登録書（株券､社債券等）

5/6



第二部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第101期(自　2025年３月１日　至　2026年２月28日)2026年５月25日関東財務局長に提出

事業年度　第102期(自　2026年３月１日　至　2027年２月28日)2027年５月31日までに関東財務局長に提出予定

事業年度　第103期(自　2027年３月１日　至　2028年２月29日)2028年５月31日までに関東財務局長に提出予定

 
２ 【半期報告書】

事業年度　第102期中(自　2026年３月１日　至　2026年８月31日)2026年10月15日までに関東財務局長に提出予定

事業年度　第103期中(自　2027年３月１日　至　2027年８月31日)2027年10月15日までに関東財務局長に提出予定

 
３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2026年６月22日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年５月28日に関東財務

局長に提出

 
第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

出日以後、本発行登録書提出日(2026年６月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録書提出日(2026年６月22日)現在においてもそ

の判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

イオン株式会社　本店

(千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 
第三部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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